
 令和 6 年度 大会活動方針  
 

一般社団法人 滋賀県生活衛生協会 
 

 わたしたちは、県民の日常生活に密着した「生衛業」の社会的使命の重大性を認識

し、衛生水準の向上と消費者の利益擁護を旨とし、多様化する消費者ニーズに応える

とともに、より豊かで潤いのある県民生活の実現に向けて、懸命の努力を重ねており

ます。 

 

 内閣府による５月の経済報告では、景気の基調判断を「景気は、このところ足踏み

も見られるが、緩やかに回復している」とあり、 先行きについては、雇用環境が改

善する下で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待される。た

だし、世界的な金融引き締めに伴う影響や中国経済の先行き懸念など、海外景気の

下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、物価上昇、金融資

本市場の変動等の影響に十分注意する必要がある。さらに、能登半島地震の経済に

与える影響に十分留意する必要がある。としています。 

 

 飲食物の提供や接客を主とする生衛業者にあっては、生活衛生営業指導センターの

主要事業である「自主点検、自主管理」のさらなる推進を図ることにより、消費者の

安全確保の視点に立った「安心と信頼の店づくり」を実践していくことが強く求めら

れています。 
 

私たちは、本大会を契機として、生衛業界共通の消費者スローガンをここに採択し、

「生衛協会」を核として「生衛組合」がより一層連携し、「生活衛生営業指導センタ

ー」と共に生衛業の向上・発展に努めていく所存であります。 

 

滋賀県の将来ビジョンである「変わる滋賀 続く幸せ」の実現に寄与し、母なる琵

琶湖の環境を守りながら共生していくことはもちろんのこと、 

 

「売り手よし」「買い手よし」「世間よし」という「三方よし」を実践してきた先人

の知恵に学びながら、時代の変化に即応していくことにより、 

 

「生衛業の衛生確保」 

 

「生衛業の経営の健全化と振興」 

 

「雇用の確保や地産地消など生衛業としての地域社会への貢献」 

 

に努めることを本年度の活動方針といたします。 

 

 


